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1. 本区の状況 

 

1.1 地域特性 

 

(1) 人口・世帯数 

○ 本区の人口は令和６年 1 月 1 日現在で 291,650 人（日本人 258,918 人、外国人

32,732 人）、世帯数は 184,969 世帯で、人口のうち 11.2%が外国人となっていま

す。外国人人口は直近３年間増え続けています。 

 

 

図 1 本区の人口・世帯数 
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(2) 年齢階層別人口 

○ 年齢階層別の人口構成は以下のとおりです。（令和６年 1 月 1 日現在） 

・年少人口（0～14 歳） ： 26,095 人 （8.9％） 

・生産年齢人口（15～64 歳） ：208,947 人（71.6％） 

・老齢人口（65 歳以上） ： 56,608 人（19.4％） 

○ 年齢階層別人口の構成比率に大きな変動はないものの、ここ数年は少しずつ年少

人口比が上昇し、老齢人口比が低下しています。 

 

図 2 年齢階層別人口 
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(3) 世帯の家族類型、居住形態 

○ 令和２年国勢調査によると、本区の世帯のうち 64.6％は単身世帯であり、増加傾

向にあります。 

 

図 3 一般世帯の家族類型（国勢調査） 

 
 

○ 居住形態別に見ると、世帯の約 8 割は共同住宅に居住しており、一戸建て居住世

帯が 2 割程度となっています。 

 

図 4 一般世帯の居住形態（国勢調査） 
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(4) 事業所数・従業員数 

○ 令和３年経済センサスによると、本区の民営事業所数は 1 万 9 千前後、従業者数

は 27 万人前後を推移しています。 

 

 

図 5 本区の事業所数・従業者数 
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○ 令和 3 年経済センサス-活動調査によると、業種内訳は卸売業・小売業が最も多

く、宿泊業，飲食サービス業が２番目となっています。 

 

図 6 区内事業所の業種内訳 
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○ また、従業者規模別の内訳を見ると、5 人未満の小規模事業所が半数となってい

ます。 

 

 

図 7 区内事業所の従業者規模内訳 
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1.2 ごみと資源の流れ 

 

(1) ごみの排出方法 

○ 家庭ごみのうち、「燃やすごみ（可燃ごみ）」「金属・陶器・ガラスごみ（不燃ご

み）」は集積所収集、粗大ごみは申込による戸別収集を行っています。 

○ 事業系ごみは、事業者の責任で処理業者に委託するなどして処理することが原則

ですが、少量排出事業者（日量 10 ㎏未満）のごみは、有料収集（事業系有料ご

み処理券の貼付）しています。 

 

表 1 家庭ごみの分別区分と排出・収集方法 

分別区分 主な内容物 排出方法 収集頻度 

可燃ごみ 紙くず、木くず、生ごみ、ゴム・

皮革製品など 

■集積所収集 

■容器または袋出し 

 

週 2 回 

不燃ごみ 金属、ガラス、陶磁器など 月 2 回 

粗大ごみ 30 ㎝を超える大型ごみ 申込による戸別収集 随時 

 

(2) 資源の回収方法 

○ 集積所では、「びん・かん・ペットボトル類」「紙・布類」「プラスチック」を週

1 回回収しています。 

○ 小型家電・蛍光灯・乾電池・廃食油・インクカートリッジについては公共施設な

どで拠点回収を行っています。 
 

表 2 資源の分別区分と回収方法 

回収方法 主な内容物 回収頻度等 

集
積
所
回
収 

びん・かん・ペットボト

ル 
びん、かん、ペットボトル 週 1 回 

紙・布類 
新聞、雑誌、段ボール、厚紙製の

箱、包装紙、牛乳パック、古布 
週 1 回 

プラスチック 
プラスチック製容器包装、製品プ

ラスチック 
週１回 

拠点回収 
小型家電、蛍光灯、乾電池、廃食

油、インクカートリッジ 
公共施設等での拠点回収 

集団回収 古紙、布類、缶・びん 
地域団体やマンション単

位での集団回収 

 

(3) ごみ・資源の流れ 

 

①ごみの流れ 

○ ごみの収集は区、焼却や破砕等の中間処理は東京二十三区清掃一部事務組合で共

同処理を行っています。なお組合では、清掃工場で発生した焼却残渣（主灰）の

資源化（セメント原料化、徐冷スラグ化、焼成砂化）事業を実施しています。 

○ 「金属・陶器・ガラスごみ」は民間処理業者に委託し資源化（金属回収等）を行

っています。 
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○ 「粗大ごみ」のうち一部金属を含むものは民間処理業者に委託し資源化（金属回

収等）を行っています。 

○ 中間処理の残渣は東京都が管理する最終処分場で埋立処分しています。 

 

図 8 ごみの流れ 
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②資源の流れ 

○ 集積所に分別排出された「びん・かん・ペットボトル」「紙・布類」「プラスチッ

ク」は、民間委託業者が回収し、選別・圧縮・梱包等を行っています。 

○ 拠点回収された小型家電・蛍光管、廃食油はそれぞれ専門の資源化処理施設で再

資源化しています。インクカートリッジ回収は、プリンタメーカー４社が行う

「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」に参加しています。 

 

図 9 資源の流れ 
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2. 第四次一般廃棄物処理基本計画の進捗状況 

 

2.1 ごみ・資源回収量の推移 

 

(1) ごみ収集量 

○ 人口は微増傾向にあるものの、年間のごみ収集量や 1 人 1 日あたりのごみ量は順

調に減少しています。 

○ 令和５年度からプラスチックの資源回収を開始したため、可燃ごみの量が減少し

ています。 

 

 

図 10 ごみ量の推移 

 

 

  

51,662 52,343 50,401 49,448
46,562

1,733 1,799
1,502

1,379
1,332

2,441 2484.11
2,428 2,810

2,428

528 540 523 509
473

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

H31

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)

燃やすごみ(t) 金属・陶器・ガラスごみ(t)

粗大ごみ(t) 区民１人１日あたり(g)

年間排出量（t） 区民一人一日あたり（g）

55,835t 56,627t
54,330t 53,637t

50,322t



12 

 

(2) 資源回収量・資源化率 

○ 回収方法別に見ると、集団回収は年々減少傾向にあります。（図 11）また、粗大

ごみや不燃ごみも、年によって多少の揺れがありますが、概ね減少傾向にありま

す。 

○ 令和５年度はプラスチック回収が始まり、資源化率が高くなっています。 

（図 12） 

 

図 11 回収方法別の資源回収量と資源化率の推移 
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(3) 未利用食品 

 

〇令和５年度の可燃ごみの組成分析調査によると、家庭系ごみ（池袋周辺繁華街地 

  区を除く集積所に出されたもの）の中では未利用食品が、厨芥量の 8.5％を占め 

   ており、燃やすごみ量の 3.2％を占めています。（表３） 

 

表３ 厨芥中の未利用食品割合 

 

 

(4) プラスチック回収の効果 

 

〇令和５年度の可燃ごみの組成分析調査によると、令和４年度に比べてプラスチッ 

 ク類が家庭系ごみ（池袋周辺繁華街地区を除く集積所に出されたもの）では 2.8% 

 減少しています。（図 13） 

〇令和５年度のプラスチックの組成をみると、家庭系ごみでは紙類をはじめとする 

 可燃物や、危険物など、２％程度プラスチック以外のものが含まれています。（表 

 ４） 

 

図 13 過去調査との組成比較（燃やすごみ） 
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表４ 組成（資源（プラスチック）） 

 

 

(5) 家庭系ごみと事業系ごみの比較 

 

〇令和５年度の可燃ごみの組成分析調査によると、事業系可燃ごみの組成は以下の

ようになっています。（図 14）事業系ごみの性質から、家庭系可燃ごみの組成（図

13）と比べて、紙類が２倍以上になり、厨芥が大幅に少なくなっています。 

 

図 14 事業系ごみの組成（燃やすごみ） 
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その他可燃物 プラスチック類 ゴム・皮革 不燃物
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2.2 数値目標の達成状況 

○ 第四次一般廃棄物処理基本計画に掲げた「区民 1 人 1 日あたりのごみ量」につい

ては、計画初年度の令和３年度から令和４年度までは目標値に届きませんでした

が、令和５年度に目標を達成しています。（図 15）新型コロナウイルス感染症の

流行と緊急事態宣言等の発令、テレワークの増加等を背景として自宅で過ごす時

間が増え、家庭から排出されるごみが増加したことが、３年度と４年度の未達成

に影響したと考えられます。 

 

図 15 区民 1人 1日あたりごみ量の目標と実績 

 

 

○ 資源化率については、令和５年度にプラスチック資源回収を始めた結果、大幅に

数値が増加し、目標を前倒しで達成しています。（図 16） 

 

図 16 資源化率の目標と実績 
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2.3 計画項目の進捗状況 

 

下表は、各計画項目の現状と課題に関する共通認識づくりや今後の審議のために整理したものです。 

 

(1) 方針 1：リデュース・リユースの推進 
 

施策 主な内容 取り組み状況 

備考・課題など（※

印は資料「計画改定の

ポイント」関連） 

①リデュース・リ

ユース施策の継

続的な展開 

・区民や事業者がリデュー

ス・リユースに取組みや

すいよう、積極的な情報

発信や取組みを継続 

・広報やアプリ、SNSといった多様な情報媒体に

よる啓発や出前講座、リユース食器の貸し出

し、フリーマーケット実施団体への支援、リサ

イクルセンターでの修理・再生した粗大ごみの

あっせん等の事業等を継続。 

※フリーマーケット

実施団体・リサイ

クル品収集数・ア

プリ登録者が伸び

悩み。 

②食品ロス削減の

推進 

・区民、事業者、行政、NPO

法人や大学・教育機関等

様々な主体と互いに連携

し一体となって取組 

・フードドライブ（常設窓口４か所）実施。区内

事業者、大学と連携したフードドライブ（イベ

ント）を実施 

・食品ロス削減推進法に基づく食品ロス削減推進

計画を策定。 

・民間事業者とフードシェアリングサービスに関

する協定を締結。 

・食べきり協力店の登録。 

・区内大学と連携してフードドライブ、食品ロス

削減講座、食品ロス削減レシピの開発を実施。 

※周知方法の検討。 
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施策 主な内容 取り組み状況 

備考・課題など（※

印は資料「計画改定の

ポイント」関連） 

③区民・事業者へ

の情報発信 

・ごみ分別アプリや SNS

（ソーシャル・ネットワ

ーク・サービス）の活用

など、多様な情報媒体に

よる情報発信 

・冊子の多言語化や集積所における QRコードに  

 よる多言語案内を継続。 

・外国人向けの冊子をリニューアル。 

・ごみ分別アプリ“さんあ～る”（多言語対応）

配信。 

・区ホームページにおけるチャットボット導入。 

・外国人転入者に外国語版冊子の配布。 

※外国人人口が増加

しており、既存の

取組みの継続に加

えて、周知の充実

について検討して

いく。 

④事業者との連携

によるリデュー

ス・リユースの

推進 

・事業者を通じた消費者へ

のごみ減量の働きかけ 

・食品トレイやレジ袋等の

使用抑制の推進 

・事業者のリデュース・リ

ユースに向けた取組みに

ついて情報の収集と区民

への発信を推進 

・使い捨ての飲食器（カップやストローなど）を

廃止し、マイボトルの持参を促す取組みを実

施。 

・レジ袋等の使用抑制について周知、バイオマス

ごみ袋促進の取組みを実施。 

・豊島区食べきり協力店への登録、フードレスキ

ューの実施。 

・拡大生産者責任に基づく資源循環制度の拡充に

ついて、国に働きかけた。 

※豊島区食べきり協

力店への登録数の

伸び悩み。 

⑤区民の活動支援

と連携の場の創

出 

・町会、PTA、商店会、  

 NPO法人、大学等地域団  

 体、事業者団体等の取組 

 みを支援するとともに、 

 意見交換の場を設け、連  

 携を深める。 

・集団回収を通じ、町会とのつながりを維持。

（清掃担当者連絡会、施設見学会の実施） 

・事業者や区内大学と連携した食品ロス削減に関

する取組の実施。 

・本審議会等にて意

見交換について検

討する等、連携を

深めていく必要が

ある。 
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(2) 方針 2：質の高いリサイクルの実現 

 

施策 主な内容 取り組み状況 

備考・課題など（※

印は資料「計画改定の

ポイント」関連） 

①プラスチック製

容器包装と製品

プラスチックの

一括回収の実施 

・プラスチック製容器包装

と製品プラスチックの一

括回収を区内全域で実施 

・令和５年度よりプラスチック製容器包装及び製

品プラスチックの回収を開始。 

・継続した周知が必

要。 

※新たな資源回収品

目の検討。 

②事業者の自主的

取組みの促進 

・自主回収に取組む事業者

の情報を発信するなど、

区民がこれらの回収ルー

トを利用しやすい環境の

整備 

・小売店等での店頭回収や、メーカー回収等が定

着している。 

・事業者の様々な自

主的取り組みを区

民に広報する等、

さらなる取り組み

の検討が必要。 

③事業系ごみのリ

サイクルの促進 

・事業系ごみの減量・資源

化・適正排出を促進 

・廃棄物管理責任者講習会や立入検査等実施し  

 た。 

・行政収集にごみを排出している事業者に対して

民間収集への移行を働きかけた。 

・有料ごみ処理券の貼付や適正排出についての指

導をおこなった。 

・事業者に電子マニフェストの利用促進を行い、

ペーパーレス化の実現を図った。 

 

 

・事業者に対し、ご

み減量・資源化の

啓発等を継続的に

進める必要があ

る。 
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施策 主な内容 取り組み状況 

備考・課題など（※

印は資料「計画改定の

ポイント」関連） 

④集団回収の積極

的活用 

・実施団体への支援 

・地域の変化に対応した事

業の継続・拡大 

・集団回収実施団体への支援を行った。 

 

・会員の高齢化によ  

 り、家からの運搬  

 が困難となってき 

 ている。 

・参加団体数に大き 

 な変動はない。 

 

(3) 方針 3：安定的で適正なごみ処理 

 

施策 主な内容 取り組み状況 

備考・課題など（※

印は資料「計画改定の

ポイント」関連） 

①適正分別・適

正排出の徹底 

・継続的な排出指導、不法投

棄防止対策の実施 

・事業者に対する適正処理指

導 

・分別のルール徹底や排出マナーの遵守につい

て、広報・冊子やホームページを通じて情報提

供をした。 

・曜日違い、粗大ごみや金属・陶器・ガラスごみ

等を燃やすごみに混入するなどの不適正排出者

に対して、適正排出に向けたきめ細やかな指導

を行った。 

・不法投棄の防止のため、巡回パトロールを行っ

た。 

・ごみ分別アプリ“さんあ～る”配信。 

・曜日違い、未分別 

 等の不適正排出に 

 ついては、引き続 

 き適正排出指導を 

 進める必要があ 

 る。 
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施策 主な内容 取り組み状況 

備考・課題など（※

印は資料「計画改定の

ポイント」関連） 

②有害物質等の

適正処理 

・適正処理について区民に周

知を図り回収への協力の促

し 

・乾電池や蛍光管、廃食油、小型家電の拠点回収

について、区民に周知を図った。 

・有害性・危険性のあるごみについて、別の袋に

入れ品目を表示して排出するよう、区民への周

知を図った。 

・使用済注射針については、薬剤師会の協力のも

と、薬局を拠点とした回収を行った。 

・二次電池等の適正排出について、冊子、区ホー

ムページ、SNS等で周知した。 

※二次電池（火災の

危険性あり）な

ど、引き続き適正

処理に関する周知

を行う必要があ

る。 

③事業所への情

報提供・指導 

・事業系ごみの減量・資源

化・適正処理の促進 

・小規模事業者に対する民間収集への移行を継続

的に指導。 

・行政収集にごみを排出する業者に有料ごみ処理

券の貼付や適正排出について指導を行った。 

・区内の事業者に対して、区内の事業系ごみの排

出・処理状況や国の法令、本区の条例等に関す

る情報提供を行った。 

 

 

 

 

 

 

  

・事業所が集中する

本区では、自己処

理責任に基づく事

業系ごみ減量・資

源化をさらに促進

する必要がある。 
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施策 主な内容 取り組み状況 

備考・課題など（※

印は資料「計画改定の

ポイント」関連） 

④ごみ収集有料

化等の調査・

検討 

・ごみ収集有料化の慎重な検

討 

・区民の自主的な取り組みや区の施策により、ご

み量の推移を注視している。 

・ごみ収集有料化に

ついては、引き続

きの検討課題とす

る。 

⑤災害廃棄物対  

 策 

・「豊島区災害廃棄物処理基

本計画」に基づき、国や東

京都、東京二十三区清掃一

部事務組合や他区、関係機

関と協力・連携の下、必要

な体制の整備 

・「豊島区災害廃棄物処理基本計画」を策定し

た。 

・上記計画に基づく、職員向けの行動マニュアル

を作成した。 

・豊島区地域防災計 

 画の改定等に合わ  

 せて、左記計画及 

 び職員向け行動マ 

 ニュアルを修正し  

 ていく必要があ  

 る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


